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第５章 市営住宅のあり方 
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１．市営住宅の総合的な活用の方針 

（１）総合的活用の目標 

安全で良好な居住性を備えた市営住宅を長期にわたり確保するため、長寿命化を基本としながらも、

市営住宅の個別の状況に応じた活用方法を定め、長期的な維持管理を実現します。 

特に長寿命化にあたっては、予防保全的な観点から修繕や改善の計画を定め、更新コストや維持管

理コストの削減と事業量の平準化等を図ります。 

人口減少、現状の民間賃貸住宅等の空き家の状況など、本市の住宅事情を適切に踏まえ、県営住宅

や民間賃貸住宅との適切な役割分担を図っていきます。 

 

（２）本市の市営住宅の主な役割 

①少子高齢社会を踏まえた住宅確保要配慮者への住宅の提供 

公営住宅法の目的を踏まえ、高齢者や障がい者、一人親家庭など、所得が低水準であるため、安定

した生活を確保できない住宅確保要配慮者に対し、一定水準の質が確保された住宅の供給を図ります。 

市営住宅の供給にあたっては、民間住宅の空き家が多い状況も踏まえた民間賃貸住宅との適切な役

割分担を勘案し、少子高齢社会に対応した住宅提供を図ります。 

 

②まちづくりと連携した市営住宅の維持・再整備 

中心市街地の空洞化などに対し、コンパクトシティの考え方も見据え、既存市営住宅の維持・建替

え、集約・統廃合等により、市営住宅の維持・再整備を図ります。さらに、少子高齢社会へ対応した

福祉施設・生活利便施設等の併設などを図り、中心市街地をはじめとした地域の拠点の活力の回復促

進に寄与していきます。建替えにあたっては、その立地や整備内容に十分配慮していきます。 

また、子育て世帯や家族形成期＊にある世代の定住促進によるまちの活力の向上を図るため、若年

層の持ち家取得を支援していきます。 

 

２．整備の方針 

（１）入居者の安全性の確保 

市営住宅の整備にあたっては、長寿命化を基本に、老朽化している市営住宅の現状を踏まえ、用途

廃止、建替、改善・修繕等の適切な手法を選択し、計画的に実施していくことにより、居住者の安全

性の確保を図ります。 

 

（２）長期的活用を見据えた長寿命化 

①ストックの状況の把握及び日常的な維持管理の方針 

定期点検を行うとともに、予防保全的な維持管理を実施します。 

 

②長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

「真岡市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、予防保全的な維持管理及び耐久性向上のための改善

修繕等により長寿命化を図ります。 

耐久性の向上、定期点検に基づく適切な修繕改善などの予防保全的な維持管理により、ライフサイ

クルコストの縮減を図ります。 
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（３）ライフサイクルコストの縮減 

特に老朽化が著しい市営住宅については、整備費と維持管理費の両面から、改善や修繕などの長寿

命化にかかるコストと、建替や民間賃貸住宅の活用にかかるコストとを比較しながら、用途廃止や集

約・統廃合も含めた適切な整備手法により、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

 

（４）団地の集約・統廃合による効率的な住宅団地の整備 

公営住宅の需要等を長期的な視点で勘案し、需要に対応できる管理戸数の維持を図るためには、効

率的な市営住宅の管理が求められることから、まちづくりとの連携、立地バランスなどに配慮し、団

地の集約・統廃合を検討し、効率的な住宅団地の整備を図ります。 

 

３．管理の方針 

（１）真の住宅困窮者への適切な対応 

公営住宅法の目的を踏まえ、所得水準が低く自力で適切な住宅を確保できない真の住宅に困窮して

いる世帯等に対して、一定水準の住宅の供給を図り、管理の適正化に努めます。 

 

（２）入居者の適正化 

真の住宅に困窮している世帯等が入居できるように、一定期間以上収入基準を超過している入居者

に対し、明け渡し等の適切な対応を図ります。 

 

（３）入居者の居住水準の確保 

居住者の世帯人員の変化などにより、居住面積水準からみて世帯人員と住宅規模の不釣り合いが著

しい場合には、団地内等における適切な住替えなどの対策を講じ、適切な居住水準の確保に努めます。 
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４．市営住宅の供給方針 

（１）公営住宅の需要フレームの推計 

国土交通省が提供する公営住宅等長寿命化策定指針(改定)における「ストック推計プログラム」を

用い、公営住宅の需要を推計します。同プログラムでは、要支援世帯として著しい困窮年収未満の世

帯を対象としており、その算定結果は以下の通りとなっています。 

現状では約 1,600 世帯（表 4-1.ア）の要支援世帯が、計画年度末の 2028 年には約 1,300 世帯（表

4-1.イ）、その 5年後の 2033 年には約 1,200世帯（表 4-1.ウ）、2040 年には約 1,100世帯（表 4-1.

エ）まで減少すると想定されます。 

 

 

■ストック推計プログラムによる世帯数と著しい困窮年収未満の世帯数の推計 

 
2018年 2023年 2028年 2033年 2040年 

ストック推計プログラムに 

よる世帯数 
29,983 30,158 30,020 29,683 29,583  

著しい困窮年収未満の世帯数 

（要支援世帯） 

ア 

1,576 

 

1,442 

イ 

1,319 

ウ 

1,207 

エ 

1,069 

※世帯数は、「ストック推計プログラム」による推計方法であり、第 1章表 1-1などの推計値とは異な

る値となる。また、同プログラムで算出できない年については線形補完で算出している。 

※著しい困窮年収 … 自力で最低居住面積水準を達成すること（適切な家賃負担割合で最低居住面

積水準以上の民間賃貸住宅を確保すること）が著しく困難な年収(通常、公営

住宅の収入基準よりも低い) 

※最低居住面積水準 … P.3参照 

 

（２）供給の基本的方針 

平成 29 年度末現在、624 戸（市営：498 戸＋県営：126 戸）が管理されており、うち 46 戸が耐用

年限を経過するなど老朽化していることから、578戸の対応が可能となっています。 

また、本市には 6,000 戸弱の民間賃貸住宅（表 4-2. オ）と 3,000 戸を超える賃貸用の空き家（表

4-3.カ）があり、これら約 9,000 戸（表 4-2. オ 5,750＋表 4-3. カ 3,150 戸）の一部には、要支援世

帯が入居可能な低廉かつ一定の質が確保されたものがあると想定されます。 

このことから、市内で公的な支援により居住の安定の確保が必要な世帯のため、公営住宅(市営住

宅及び県営住宅)の供給を行うとともに、民間賃貸住宅との連携により対応を図ります。 

 

■真岡市の住宅数の内訳（空き家を除く） 

住宅総数 持ち家 公営の借家 民営借家 給与住宅 

 
26,520 

 
19,950 

 
350 

オ 

5,750 
 

440 

資料：平成 25年住宅・土地統計調査 

 

 

■真岡市の空き家の内訳 

総数 二次的住宅 賃貸用の住宅 売却用の住宅 その他の住宅 

 
4,470 

 
130 

カ 

3,150 
 

50 
 

1,150 

資料：平成 25年住宅・土地統計調査 

表 4-1 

表 4-2 

表 4-3 
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（３）供給計画 

①公営住宅による対応 

老朽化している市営住宅が建替または集約・統廃合されるなど、公営住宅 624戸が適切に維持され

ると想定すると、要支援世帯に対して計画期間末の 2028 年では約 700 戸（表 4-1.イ 1,319 戸－公営

住宅 624戸）の不足が予測されます。 

 

②民間賃貸住宅による対応 

公営住宅並みの家賃と想定される 1 ㎡あたり

の家賃 500円未満の割合は 7.5％（表 4-4）であ

ることから、約 9,000 戸ある民間賃貸住宅等の

うち、低廉な家賃の住宅は約 670 戸と推計され

ます。 

また、建築年数などから低廉な家賃であると

想定される昭和 55年以前の民営借家のうち、不

朽破損がなく一定の質が確保された借家は

67.7％（表 4-5）であることから、低廉な家賃で

一定の質が確保された民間賃貸住宅等は、 約

450 戸（民間賃貸住宅等：8,900戸×家賃 500円

／㎡未満の民間賃貸住宅：7.5％×昭和 55 年以

前の借家で不朽破損がない借家：67.7％）と想

定されます。 

 

 

 

 

■1㎡あたりの家賃別民営借家数(専用住宅) 

 戸数 構成比 

総計 5,700 － 

0円 80 1.4% 

1～500円未満 340 6.1% 

500～1,000 1,280 23.0% 

1,000～1,500 3,120 56.0% 

1,500～2,000 550 9.9% 

2,000～2,500 80 1.4% 

2,500～3,000 0 0.0% 

3,000～4,000 60 1.1% 

4,000～6,000 60 1.1% 

6,000円以上 0 0.0% 

不詳 130 － 

資料：平成 25年住宅・土地統計調査

■建築の時期別及び不朽破損の有無別民営借家数 

 戸数① 不朽破損あり② 不朽破損なし③ 備 考 

総計 5,750 620 5,130 不朽破損なし：89.2％ 

昭和 35 年以前 120 70 50 

不朽破損なし：67.7％ 

（440/650) 

昭和 36 年～45年 140 20 110 

昭和 46 年～55年 390 100 280 

小計 650 190 440 

昭和 56年～平成２年 960 190 770  

平成３年～７年 630 60 570  

平成８年～12年 650 60 580  

平成 13年～17年 1,010 40 980  

平成 18年～22年 1,050 0 1,050  

平成 23年～25年９月 270 0 260  

不詳 530  

資料：平成 25年住宅・土地統計調査 

注）戸数①と不朽破損②③の時期別の計は、不詳数や統計方法の違いにより異なる。 

表 4-4 

表 4-5 

7.5％ 
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③供給方針 

これらを踏まえると、要支援世帯として著しい困窮年収未満の世帯に対する供給戸数は、下表のと

おり計画期間末の 2028 年では 245 戸の不足が予測されます。一方で、長期的な視点で見ると、2040

年には充足に転じることが予測されます。 

このことから、「真岡市公共施設等総合管理計画」及び「真岡市公共施設再配置計画」における全

体的かつ長期的な視点に立ち、市営住宅については建替や集約・統廃合を適正に行うなど、現状の管

理戸数を維持し、民間賃貸住宅との連携によりセーフティネット住宅の登録推進を行い、需要に対し

て柔軟に対応することとします。 

 

 

■著しい困窮年収未満の世帯数計と公営住宅等による供給戸数の推計 

 
2018年 2023年 2028年 2033年 2040年 

要
支
援 

著しい困窮年収未満の世帯数（世帯） 

① 
1,576 1,442 1,319 1,207 1,069 

供
給 

公営住宅（戸） 

② 
624 624 624 624 624 

低廉な家賃で一定の質が確保されると 

見込まれる民間賃貸住宅（戸）  ③ 
450 450 450 450 450 

過不足（戸） 

(②＋③)－① 
△502 △368 △245 △133 5 
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	これらを踏まえると、計画期間末の2028年では約100戸の不足（①公営住宅不足数：700戸－②民間賃貸確保数：600戸）が予測されます。一方で、長期的な視点で見ると、2033年にはほぼ不足が解消され（著しい困窮年収未満の世帯数：1,207世帯－公営住宅数：624戸－②民間賃貸確保数：600戸＝-17戸）、その後充足に転じ、2040年には100戸以上余る（著しい困窮年収未満の世帯数：1,069世帯－公営住宅数：624戸－②民間賃貸確保数：600戸＝-155戸）ことが予測されます。
	このことから、「真岡市公共施設等総合管理計画」及び「真岡市公共施設再配置計画」における全体的かつ長期的な視点に立ち、市営住宅については建替や集約・統廃合を適正に行うなど、現状の管理戸数を維持し、民間賃貸住宅との連携によりセーフティネット住宅の登録推進を行い、需要に対して柔軟に対応することとします。
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	公営住宅の需要フレームの推計
	国土交通省が提供する公営住宅等長寿命化策定指針(改定)における「ストック推計プログラム」を用い、公営住宅の需要を推計します。同プログラムでは、要支援世帯として著しい困窮年収未満の世帯を対象としており、その算定結果は以下の通りとなっています。
	現状では約1,600世帯（表4-1.ア）の要支援世帯が計画年度末の2028年には約1,300世帯（表4-1.イ）、その5年後の2033年には約1,200世帯（表4-1.ウ）、2040年には約1,100世帯（表4-1.エ）まで減少すると想定されます。
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	※世帯数は、ストック推計プログラムによる推計方法であり、第1章表1-1などの推計値とは異なる値となる。また、同プログラムで算出できない年については線形補完で算出している。
	※著しい困窮年収　…　自力で最低居住面積水準を達成すること（適切な家賃負担割合で最低居住面積水準以上の民間賃貸住宅を確保すること）が著しく困難な年収(通常、公営住宅の収入基準よりも低い)
	※最低居住面積水準　…　P.3参照
	供給の基本的方針
	平成29年度末現在、624戸（市営：498戸＋県営：126戸）が管理されており、うち46戸が耐用年限を経過するなど老朽化していることから、578戸の対応が可能となっています。
	また、本市には6,000戸弱の民間賃貸住宅（表4-2. オ）と3,000戸を超える賃貸用の空き家（表4-3.カ）があり、これら約9,000戸（表4-2. オ5,750＋表4-3. カ3,150戸）の一部には、要支援世帯が入居可能な低廉かつ一定の質が確保されたものがあると想定されます。
	このことから、市内で公的な支援により居住の安定の確保が必要な世帯のため、公営住宅(市営住宅と県営住宅)の供給を行うとともに、民間賃貸住宅との連携により対応を図ります。
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	老朽化している市営住宅が建替または集約・統廃合されるなど、公営住宅624戸が適切に維持されると想定すると、要支援世帯に対して計画期間末の2028年では約700戸（表4-1.イ1,319戸－公営住宅624戸）の不足が予測されます。
	②民間賃貸住宅による対応
	公営住宅並みの家賃と想定される1㎡あたりの家賃500円以下の割合は7.5％（表4-4）であることから、8,900戸ある民間賃貸住宅等のうち、低廉な家賃の住宅は668戸と推計されます。
	また、建築年数などから低廉な家賃であると想定される昭和55年以前の民営借家のうち、不朽破損がなく一定の質が確保された借家は67.7％（表4-5）であることから、低廉な家賃で一定の質が確保された民間賃貸住宅は、 約450戸（民間賃貸住宅等：8,900戸×家賃500円／㎡未満の民間賃貸住宅：7.5％×昭和55年以前の借家で不朽破損がない借家：67.7％）と想定されます。一方で、約9,000戸ある民間賃貸住宅等のうち、公営住宅並みの家賃と想定される1㎡あたりの家賃500円以下の割合7.5％（表4-4）と...
	■1㎡あたりの家賃別民営借家数(専用住宅)
	資料：平成25年住宅・土地統計調査
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	③供給方針
	これらを踏まえると、計画期間末の2028年では245戸の不足が予測されます。一方で、長期的な視点で見ると、2040年には充足に転じることが予測されます。
	このことから、「真岡市公共施設等総合管理計画」及び「真岡市公共施設再配置計画」における全体的かつ長期的な視点に立ち、市営住宅については建替や集約・統廃合を適正に行うなど、現状の管理戸数を維持し、民間賃貸住宅との連携によりセーフティネット住宅の登録推進を行い、需要に対して柔軟に対応することとします。
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	これらを踏まえると、計画期間末の2028年では約100戸の不足（①公営住宅不足数：700戸－②民間賃貸確保数：600戸）が予測されます。一方で、長期的な視点で見ると、2033年にはほぼ不足が解消され（著しい困窮年収未満の世帯数：1,207世帯－公営住宅数：624戸－②民間賃貸確保数：600戸＝-17戸）、その後充足に転じ、2040年には100戸以上余る（著しい困窮年収未満の世帯数：1,069世帯－公営住宅数：624戸－②民間賃貸確保数：600戸＝-155戸）ことが予測されます。
	このことから、「真岡市公共施設等総合管理計画」及び「真岡市公共施設再配置計画」における全体的かつ長期的な視点に立ち、市営住宅については建替や集約・統廃合を適正に行うなど、現状の管理戸数を維持し、民間賃貸住宅との連携によりセーフティネット住宅の登録推進を行い、需要に対して柔軟に対応することとします。
	■著しい困窮年収未満の世帯数計と公営住宅等による供給戸数
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	家族形成期
	結婚をして子供が生まれ、育児を行う時期。
	環境共生住宅
	「環境共生住宅」とは、地球温暖化防止等の地球環境保全を促進する観点から、地域の特性に応じ、エネルギー・資源・廃棄物等の面で適切な配慮がなされるとともに、周辺環境と調和し、健康で快適に生活できるよう工夫された住宅及び住環境のこと。
	既存住宅状況調査（インスペクション）
	平成30年4月1日より、既存住宅の取引において、宅地建物取引業者との媒介契約書面に建物状況調査のあっせんの有無が記載されることとなり、売主が、売却する物件の調査時点における状況を確認することで、取引後のクレーム等のトラブル回避や購入希望者に安心感を与え、他の売却物件と差別化が図れる。
	調査は、国土交通省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を国土交通省の定める基準に従い、原則として目視・非破壊検査により行う。
	狭さく
	生活道路において、自動車の速度を減速させることを目的として一部車幅を狭くさせた部分のこと。
	居住面積水準
	住生活基本計画(全国計画)の中で示された、世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活の基礎として、多様なライフスタイル（生活様式）に対応するために必要な住宅の面積に関する水準。誘導居住面積水準と最低居住水準が示されている。
	近居
	「親世帯」と「子世帯」が近くに暮らす形、お互いが日常的にサポートし合い、生活を豊かにしてゆこうというもの。
	原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
	民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務などを考慮し、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして国土交通省が取りまとめたもの。
	高齢者向け返済特例制度（一括償還型バリアフリーリフォーム融資制度）
	高齢者（60歳以上）が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合、ローンの返済を軽くすることができる住宅金融支援機構の特別の融資制度。最大1,000万円までの融資を受けることができ、生存時は、利子分のみの返済、死亡時に住宅資産など活用したローンの一括償還をすることができる。この融資制度には高齢者居住視線センターが債務を保証する。
	古木・名木指定制度
	健全で樹容が美観上特に優れており将来共に保存すべき樹木を古木、名木として指定する制度[市]。
	さ行
	住教育ガイドライン
	次の時代を担う子どもたちが、普段の暮らしの中で、より豊かな住生活や住環境を実現していくために何が必要かに気づき、考え、実践していく力を養う住教育の場を整えていくためのガイドライン。
	住宅瑕疵担保履行法
	新築住宅を供給する事業者（新築住宅の売主である建設業者、宅建業者等）に対して、瑕疵があった場合の補修等が確実に行われるよう、保険加入（国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結）または保証金の供託を義務付けるもので、事業者は住宅に欠陥があった場合に、補修や瑕疵によって生じた損害を賠償する責任を10年間負うことを義務付けた法律。万が一、事業者が倒産した場合等でも、一定の補修費用の支払いが保険法人から受けられ、消費者が安心して新築住宅を取得できるもの。
	住宅完成保証制度
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